
子ども文教委員会 

令和７年３月１３日 

墨田区子どものための教育・保育給付等に係る報告等の違反に対する過料に関する条

例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  

（過料） 

第２条 区長は、次のいずれかに該当する者

に対し、１０万円以下の過料を科すること

ができる。 

 ⑴ 正当な理由なしに、法第１３条（法第 

３０条の３において準用する場合を含む。

以下この号において同じ。）の規定によ 

る報告若しくは物件の提出若しくは提示 

をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚 

偽の物件の提出若しくは提示をし、又は 

第１３条の規定による当該職員の質問に 

対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁 

をした者 

 ⑵・⑶ 〔略〕 

〔同左〕 

第２条 〔同左〕 

 

 

 ⑴ 正当な理由なしに、法第１３条第１項

（法第３０条の３において準用する場合

を含む。以下この号において同じ。）の

規定による報告若しくは物件の提出若し

くは提示をせず、若しくは虚偽の報告若

しくは虚偽の物件の提出若しくは提示を

し、又は同項の規定による当該職員の質

問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の

答弁をした者 

 ⑵・⑶ 〔略〕      

   付 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

※ 子ども・子育て支援法の一部改正（抄） 

改  正  後 改  正  前 
  

（報告等） 

第１３条 市町村は、子どものための教育・ 

保育給付に関して必要があると認めるとき 

は、この法律の施行に必要な限度において、

小学校就学前子ども、小学校就学前子ども 

の保護者若しくは小学校就学前子どもの属 

する世帯の世帯主その他その世帯に属する 

者又はこれらの者であった者に対し、報告 

若しくは文書その他の物件の提出若しくは 

提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 

とができる。 

 

 

 

 

（報告等） 

第１３条 市町村は、子どものための教育・ 

保育給付に関して必要があると認めるとき 

は、この法律の施行に必要な限度において、

小学校就学前子ども、小学校就学前子ども 

の保護者若しくは小学校就学前子どもの属 

する世帯の世帯主その他その世帯に属する 

者又はこれらの者であった者に対し、報告 

若しくは文書その他の物件の提出若しくは 

提示を命じ、又は当該職員に質問させるこ 

とができる。 

２ 前項の規定による質問を行う場合におい 

ては、当該職員は、その身分を示す証明書 

を携帯し、かつ、関係人の請求があるとき 

は、これを提示しなければならない。 



 

 

 

 （報告徴収及び立入検査） 

第１４条 市町村は、子どものための教育・ 

保育給付に関して必要があると認めるとき 

は、この法律の施行に必要な限度において、

当該子どものための教育・保育給付に係る 

教育・保育を行う者若しくはこれを使用す 

る者若しくはこれらの者であった者に対し、

報告若しくは文書その他の物件の提出若し 

くは提示を命じ、又は当該職員に、関係者 

に対して質問させ、若しくは当該教育・保 

育を行う施設若しくは事業所に立ち入り、 

その設備若しくは帳簿書類その他の物件を 

検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、

その身分を示す証明書を携帯し、関係人の 

請求があったときは、これを提示しなけれ 

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、 

犯罪捜査のために認められたものと解釈し 

てはならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査の 

ために認められたものと解釈してはならな 

い。 

 

第１４条 市町村は、子どものための教育・ 

保育給付に関して必要があると認めるとき 

は、この法律の施行に必要な限度において、

当該子どものための教育・保育給付に係る 

教育・保育を行う者若しくはこれを使用す 

る者若しくはこれらの者であった者に対し、

報告若しくは文書その他の物件の提出若し 

くは提示を命じ、又は当該職員に関係者に 

対して質問させ、若しくは当該教育・保育 

を行う施設若しくは事業所に立ち入り、そ 

の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検 

査させることができる。 

２ 前条第２項の規定は前項の規定による質 

問又は検査について、同条第３項の規定は 

前項の規定による権限について、それぞれ 

準用する。 

 

 

 
  

【施行日】令和７年４月１日 


